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《ຊ的ͳ課題ج》

ᶗ．੫ɾࡒվֵの͋Γํɹ

⃝コロナ禍が࠷ѱ期をしΠルスとのڞੜஈ֊に入っコロナ禍が࠷ѱ期をしΠルスとのڞੜஈ֊に入っ
たとされる今、まずはこのコロナ対策財源のआ金ฦたとされる今、まずはこのコロナ対策財源のआ金ฦ
済をどう進めるかが࠷大の課題である。済をどう進めるかが࠷大の課題である。

⃝すでに米国、ΠギϦス、υΠπなどではコロナ禍のすでに米国、ΠギϦス、υΠπなどではコロナ禍の
ਅ中にあった時期から、૿税などを含めた大のਅ中にあった時期から、૿税などを含めた大の
ฦ済計画を示し実行に移し࢝めた。զが国においても、ฦ済計画を示し実行に移し࢝めた。զが国においても、
少なくとも国࠴でったコロナ対策අの負担について、少なくとも国࠴でったコロナ対策අの負担について、
কདྷੈに先ૹりせず現ੈでղܾするようฦ済計কདྷੈに先ૹりせず現ੈでղܾするようฦ済計
画を策定することがٸ務である。画を策定することがٸ務である。

͚݈ͯશԽにࡒ．１
⃝これまでも財政をࠨӈすると指摘されてきたஂմの
ੈが、ついに本年度からޙ期ྸߴ者に入り࢝めた。ੈが、ついに本年度からޙ期ྸߴ者に入り࢝めた。
本དྷなら、それまでに少なくとも̥̗ࣈࠇ化を達成本དྷなら、それまでに少なくとも̥̗ࣈࠇ化を達成
しておかͶならなかった。財政݈全化が国家的課
題であることを政治家も国民も࠶確認しෆୀ転のܾ題であることを政治家も国民も࠶確認しෆୀ転のܾ
意でྟΉ必要がある。意でྟΉ必要がある。
⑴　コロナ禍は࠷ѱ期をし社会経済活動は平時に⑴　コロナ禍は࠷ѱ期をし社会経済活動は平時に
りつつあるが、その影響がなくなったわけでは
ない。このため、相応のध要ىשを行うことも必
要ではあるが、それがόϥϚΩ政策とならないよ
う十分配慮すべきである。
⑵　財政݈全化は国家的課題であり、コロナ禍収ଋ⑵　財政݈全化は国家的課題であり、コロナ禍収ଋ
入の一体的改ֵに入れるࡀ・ग़ࡀには本格的なޙ
よう準උを進めることが重要である。ࡀ入では安
易に税の自વ૿収をલఏとすることなく、またࡀ
ग़についてはҬを設けずに分別の۩体的な
減・制の方策とఔදを໌示し、ண実に改ֵを
実行するようٻめる。
⑶　国࠴の৴認が༳らいだ場合、長期金རのٸ上昇⑶　国࠴の৴認が༳らいだ場合、長期金རのٸ上昇
など金༥資本市場に多大な影響を与え、成長を્
することが考えられる。すでに日ۜは政府によ
る過なґ存が主Ҽとはいえ、国࠴保有がҟৗに
式市場でも市場機ג、い水準に達している΄かߴ
能をめかͶない存在となっている。いずれ金༥
政策は正ৗ化させͶならず、そのࡍには政府と
日ۜが݈全な関係を構築し、෭࡞用を࠷小ݶに
えるようࡉ৺の政策ӡӦがٻめられる。

２．ࣾձอো制に対するجຊ的͑ߟ方
⃝社会保ো給අは公අと保ݥྉで構成されており、
財政のあり方とີෆՄ分の関係にある。現状の「中
ࢱ・負担」というෆ均ߧを「中ࢱ・中負担」
という正ৗな࢟に改ֵするには、適正な負担を確保
するとともに、給を「重点化・効率化」によりՄ
能なݶり制するしか方法はない。

⃝社会保োのあり方では「自ॿ」「公ॿ」「ڞॿ」の役
割と範囲を改めて見直す΄か、公平性のࢹ点が重要
である。ҩྍ保ݥの૭ޱ負担やհޢ保ݥのར用者負
担などの本人負担については、ྸߴ者においても負
担能ྗに応じた公平な負担を原則とする必要がある。
⑴　年金については、「ϚΫロ経済スϥΠυのݫ格対
応」、「ࢧ給։࢝年ྸの引き上げ」、「ߴ所得ྸߴ者
の基礎年金国ݿ負担相当分の年金給減」等、
抜本的な施策を実施すべきである。

⑵　ҩྍは産業政策的に成長分とҐ置け、σδ
λル化対応など大なن制改ֵを行う必要がある。
給の૿ٸ制や都市と地方、ྍՊ間の公平性
を確保するためにྍใु（本体）の配分等を見
直すとともに、政府の新目ඪであるδΣネϦοΫ
のීٴ率「全ての都ಓ府ݝで�0ˋ以上」を達成す
る必要がある。
⑶　հޢ保ݥについては、制度の࣋続性をߴめるた
めにਅにհޢが必要な者とそうでない者とにϝϦ
ϋϦをつけ、公平性のࢹ点から給ٴび負担のあ
り方を見直すべきである。�
⑷　ੜ活保ޢについては、給水準のあり方などを
見直すとともに、ෆ正ड給の防止などさらなるݫ
格なӡ用がෆՄ欠である。

ᾋ　少子化対策では、現金給より保ҭ所やֶಐ保
ҭ等を整උするなどの現給に重点を置くべき
である。そのࡍ、企業も積極的に子ҭてࢧԉに関
与できるよう、企業主ಋܕ保ҭ事業のさらなる活
用に向けて検討する。
　　また、子ども・子ҭてࢧԉ等のऔり組みをண実
にਪ進するためには安定財源を確保する必要がある。
ᾌ　中小企業のݫしい経Ӧ実ଶを踏まえ、企業の
過度な保ݥྉ負担をえ、経済成長を્しない
ような社会保ো制度の確立がٻめられる。
　　また、配ۮ者控除等の税の問題や年金等の社会
保োの問題はब࿑調整が行われる一つの要Ҽとなっ
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ており、人खෆでΉ中小企業にとってਂࠁな
問題である。ঁ性のब࿑をࢧԉするためにも、税
と社会保োの問題を一ׅして議論すべきである。

վֵのపఈߦ．３
⃝行政改ֵをపఈするに当たっては、地方を含めた政
府・議会が「まずᯂより࢝めよ」の精ਆに基ͮき自
らをることが重要である。以下の諸施策について、
直ͪに໌確な期ݶと数目ඪを定めて改ֵをஅ行す
るようڧくٻめる。
⑴　国ŋ地方における議員定数の大な減Ŋ අࡀ
の制。　　　
しい財政状況を踏まえ、国・地方公務員の人ݫ　⑵
員減と、能ྗを重ࢹした金体ܥによる人݅අ
の制。
⑶　特別会計とಠ立行政法人のແବの減。
⑷　積極的な民間活ྗಋ入を行い成長につなげる。

４．ϚΠφϯόʔ制に͍ͭͯ
⃝ϚΠナϯόー制度は、すでにӡ用を։࢝しているが、
ະだ国民や事業者が正しく制度を理ղしているとは
言い難い。それはϚΠナϯόーΧーυのいීٴ率
などにදれている。コロナ禍のࠞཚが同Χーυをར
用したσδλル対応をできなかった݁Ռによるとい
う点を踏まえ、政府は制度の意ٛのपにめ、そ
の定ணに向け本ࠊを入れてऔり組Μでいく必要がある。

の税制վֵの͋Γ方ޙࠓ．５

ᶘ．ੑ׆ࡁܦԽͱதখۀاରࡦ

⃝զが国の社会経済活動はようやくコロナとのڞੜஈ
֊に入ったが、欧米のように本格化はしていない。
このため、業種によってはґવとしてۤ境からग़
できないでいる企業も多い。政府にはϞϥルϋβー
υがੜじないよう十分に意しつつ実効性ある対応
がٻめられる。　

１．தখۀاのੑ׆Խにࢿする税制ાஔ
⃝中小企業は地Ҭ経済の担いखであるだけではなく、
զが国経済の礎である。コロナ禍の影響がґવ残っ
ているだけでなく、エネルギーや原ࡐྉ価格の上昇
などが重なり、経Ӧ環境は一ஈとݫしさを૿している。
中には廃業にいࠐまれるྫもしくない。そうし
た中でٻめられるのは、݈全な経Ӧにऔり組Μでい
る企業が、࣋てる能ྗを十分にൃشできるような税
制の確立である。
⑴　法人税率の軽減措置

中小法人に適用される軽減税率の特ྫ�5ˋを
本則化すべきである。また、ত和5�年以དྷ、�00
万円以下に据え置かれている軽減税率の適用所得

金額を、少なくとも�,�00万円ఔ度に引き上げる。
なお、本制度は令和５年３݄末日が適用期ݶとなっ
ていることから、直ͪに本則化することがࠔ難な
場合は適用期ݶをԆ長する。

⑵　中小企業のٕज़ֵ新など経済活性化に資する措置
ે税特別措置については、公平性・؆ૉ化の観

点から、政策目的を達したものは廃止を含めて整
理合理化を行う必要はあるが、中小企業のٕज़ֵ
新など経済活性化に資する措置は、以下のとおり
制度を拡充したうえで本則化すべきである。
①中小企業資ଅ進税制については、対象設උを
拡充したうえ、「中ݹ設උ」を含める。なお、そ
れが直ͪにࠔ難な場合は、令和５年３݄末日と
なっている適用期ݶをԆ長する。
②少額減価償却資産のऔ得価額の損金算入の特ྫ
措置については、損金算入額の上ݶ（合計300
万円）をఫ廃し全額を損金算入とする。

⑶　中小企業等の設උ資ࢧԉ措置
中小企業経Ӧڧ化税制（中小企業等経Ӧڧ化法）
や、中小企業がऔ得する償却資産に係る固定資産
税の特ྫ（先設උ等ಋ入制度）等を適用するに
当たっては、ख続きを؆ૉ化するとともに、事業
年度末（賦課期日）がഭった申や認定について
ྗ的に対ॲする。
なお、「中小企業経Ӧڧ化税制」「固定資産税の
特ྫ」「中小企業防ࡂ・減ࡂ資ଅ進税制」「σδ
λルτϥϯスϑΥーϝーγϣϯ資ଅ進税制」は、
令和５年３݄末日が適用期ݶとなっていることか
ら、適用期ݶをԆ長する。

税制の֦充ܧঝۀࣄ．２
⃝զが国企業の大半をめる中小企業は、地Ҭ経済の
活性化やޏ用の確保などに大きくݙߩしている。中
小企業が相続税の負担等によって事業がঝܧできな
くなれ、経済社会のࠜ幹が༳ら͙ことになる。
⑴　事業用資産を一ൠ資産と切り離した本格的な事
業ঝܧ税制の創設
զが国の納税༛༧制度は、欧भ主要国とൺֱす

るとݶ定的な措置にとどまっており、欧भฒみの
本格的な事業ঝܧ税制が必要である。とくに、事
業ܧ続に資する相続については、事業ै事を݅
として他の一ൠ資産と切り離し、ඇ上場ג式を含
めて事業用資産の課税を軽減あるいは免除する
制度の創設がٻめられる。

⑵　相続税、贈与税の納税༛༧制度の充実
①༛༧制度ではなく免除制度に改める。
②新ܕコロナの影響などを考慮すると、より一、
平成2�年以લの制度適用者に対しても要݅を؇
和するなど配慮すべきである。
③国は円な事業ঝܧが図られるよう、経Ӧ者に
向けた制度पにめる必要がある。
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ら、適用期ݶをԆ長する。

税制の֦充ܧঝۀࣄ．２
⃝զが国企業の大半をめる中小企業は、地Ҭ経済の
活性化やޏ用の確保などに大きくݙߩしている。中
小企業が相続税の負担等によって事業がঝܧできな
くなれ、経済社会のࠜ幹が༳ら͙ことになる。
⑴　事業用資産を一ൠ資産と切り離した本格的な事
業ঝܧ税制の創設
զが国の納税༛༧制度は、欧भ主要国とൺֱす

るとݶ定的な措置にとどまっており、欧भฒみの
本格的な事業ঝܧ税制が必要である。とくに、事
業ܧ続に資する相続については、事業ै事を݅
として他の一ൠ資産と切り離し、ඇ上場ג式を含
めて事業用資産の課税を軽減あるいは免除する
制度の創設がٻめられる。

⑵　相続税、贈与税の納税༛༧制度の充実
①༛༧制度ではなく免除制度に改める。
②新ܕコロナの影響などを考慮すると、より一、
平成2�年以લの制度適用者に対しても要݅を؇
和するなど配慮すべきである。
③国は円な事業ঝܧが図られるよう、経Ӧ者に
向けた制度पにめる必要がある。
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⑶　औ引相場のないג式の評価の見直し　　　

３．ফඅ税の対応
⃝ফඅ税は社会保োの安定財源確保と財政݈全化に欠
かせないが、軽減税率制度は事業者の事務負担が大
きいうえ、税制の؆ૉ化、税務ࣥ行コスτおよび税
収確保などの観点から問題が多い。このため、かͶ
てから税率�0ˋఔ度までは୯一税率がましく、
所得者対策は「؆ૉな給措置」の見直しで対応す
るのが適当であることを指摘してきた。政府は、国
民や事業者の影響、所得者対策の効Ռ等を検ূし、
問題があれ同制度のੋඇを含めて見直しが必要で
ある。
⑴　令和５年�0݄からಋ入される「ΠϯϘΠス制度」
について、すでに「ΠϯϘΠスൃ行事業者」のొ
申がはじまっているものの、事業者のΠϯϘ
Πス制度に対する理ղが十分にਂまっているとは
言い難い。さらに、新ܕコロナは小ن事業者等
の事業ܧ続に大きなࠔ難をもたらした。これら事
業者が事務負担૿やऔ引からഉ除等の理༝により
まれることのないよう、当໘は現ࠐ廃業にいٳ
行の「۠分ࡌهٻॻ等保存方式」のҡ࣋、また
は免税事業者からの仕入税額相当額の̔割を控除
できる経過措置を当分の間ҡ࣋するなど、ྗ的
に対応すべきである。　　
⑵　ΠϯϘΠス制度を実施するのであれ、国は事
業者にࠞཚがੜじないよう制度のपをపఈする
とともに、事務負担が軽減するような環境整උが
必要である。また、課税事業者が免税事業者とऔ
引を行うにࡍし、औ引価格の引下げやऔ引のఀ止
などのෆར益を与えないよう、実効性のߴい対策
をとるべきである。
⑶　�ফඅ税の納防止は税率の引き上げにってよ
り重要な課題となっている。ফඅ税の制度、ࣥ行
໘においてさらなる対策を講じる必要がある。
⑷　ΠϯϘΠス制度や電子ா保存法の改正による
電子σーλ保存のٛ務化に対応するなど、事業者
の事務負担、納税ྗڠコスτは年ʑ૿Ճしている。
特に電子σーλ保存のٛ務化については、全ての
事業者が対象となっており影響は大きい。γスς
Ϝ改मやै業員ڭҭなど、事務負担が૿大する中
小企業に対して特ஈの配慮がٻめられる。

ᶙ．ํの͋Γํ

⃝今ൠのコロナ禍は国と地方の役割分担のᐆດさだけ
でなく、自治体とྍ所を含Ήҩྍ機関の間での意
通ෆをද໘化させ、これによるࠞཚは現在もૄࢥ
ඌをͻいている。ҩྍ制度の抜本改ֵの必要性につ
いてはલड़したが、現行制度下でもපӃ間の役割分
担や広Ҭ的なٸٹҩྍなど自治体のϦーμーγοϓ

でղܾできる問題は少なくない。要は行政とҩྍ機
関のやるؾなのである。

⃝地方自がそれぞれの特৭やڧみをいかした活性化
ઓུを構築し、地Ҭの民間のܙとにより、新
たな地場ٕज़やϏδネスख法を։ൃしていくことが
ෆՄ欠である。そのࡍに࠷も重要なのは、地方が自立・
自ॿの精ਆを理೦とし、自らので必要な安定財
源の確保や行政改ֵを企画・立Ҋし実行していくこ
とである。
⑴　地方創ੜでは、さらなる税制上の施策による本
社機能移転のଅ進、地元の特性にࠜ差したٕज़の
活用、地元大ֶとの連ܞなどによるٕज़ू積ͮく
りや人ࡐのҭ成等、実効性のある改ֵを大に行
う必要がある。また、中小企業の事業ঝܧの問題
は地方創ੜઓུとの関係からも重要と認ࣝすべき
である。
⑵　広Ҭ行政による効率化やة機対応についてૣٸ
かつ۩体的な検討を行うべきである。基礎自治体（人
30万人ఔ度）の拡充を図るため、さらなる市町ޱ
村合併をਪ進し、合併ϝϦοτをٻする必要が
ある。
⑶　国にൺべてۙで小نな事業が多い地方の行
財政改ֵには、「事業仕分け」のような民間のνΣο
Ϋ機能を活かしたख法が有効であり、各自治体に
おいても広くಋ入すべきである。
⑷　地方公務員給与はۙ年、国家公務員給与とൺべ
たϥスύΠϨス指数（全国平均ϕース）が改ળせ
ずにߴ止まりしており、適正な水準にੋ正する必
要がある。そのためには国家公務員に準ڌするの
ではなく、地Ҭの民間企業の実ଶに準ڌした給与
体ܥに見直すことが重要である。

ᾋ　地方議会は大にスϦϜ化するとともに、より
納税者のࢹ点に立って行政に対するνΣοΫ機能
をՌたすべきである。また、ߴす͗る議員ใुの
一の減と政務活動අの適正化をٻめる。行政
ҕ員会ҕ員のใुについても日当制を広くಋ入す
るなど見直すべきである。

ᶚ．ࡂ෮ڵ

⃝これまでの効Ռを十分に検ূし、༧算のࣥ行を効率
化するとともに、原ൃ事ނの対応を含めて引き続
き適切なࢧԉを行う必要がある。とりわけඃࡂ地に
おける企業の定ண、ޏ用確保を図ることが重要であり、
実効性のある措置を講じるようٻめる。

⃝またۙ年、۽本をはじめとしたڧい地や෩など
による大نな自વࡂが相次いでൃੜしている。
౦日本大ࡂの対応などを踏まえ、ඃࡂ者の立場に
立った適切なࢧԉと実効性のある措置を講じ、ඃࡂ
地の確実な復چ・復ڵ等に向けてऔり組まなけれ
ならない。そのࡍ、ඃࡂ者ࢧԉの観点から、ࡂに
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よる損失を雑損控除と切り離した、新たな控除制度
の創設について検討すべきである。

Ⅴ．その他

１．納税環境の整備

２．環境問題に対する税制上の対応
⃝欧米などの制度や議論の動向を見極めつつ、既存の
エネルギー関係税制との調整を図り、幅広い観点か
ら十分な検討が行われるべきである。

３．租税教育の充実

《税目別の具体的課題》
１．法人税関係
⑴　役員給与の損金算入の拡充
①役員給与は損金算入とすべき
②同族会社も業績連動給与の損金算入を認めるべき

２．所得税関係
⑴　所得税のあり方
①基幹税としての財源調達機能の回復
②各種控除制度の見直し

各種控除は、社会構造変化に対応して合理的な
ものに見直す必要がある。とくに、人的控除につ
いては累次の改正の影響を見極めながら、適正化
を図るべきである。　

③個人住民税の均等割
地方税である個人住民税の均等割についても、
応益負担原則の観点から適正水準とすべきである。

⑵　少子化対策

３．相続税・贈与税関係
⑴　現在、政府等において、「資産移転の時期の選択
に中立的な税制」の構築に向け、相続税と贈与税を
より一体的に捉えて課税することが検討されている。
制度を見直すに当たっては、格差拡大を防止するこ
とに留意する必要はあるが、税負担が今以上に重く
ならない仕組みとすべきである。
　　また、現行の相続税の課税方式（法定相続分課税）
は、相続人の相続額に応じた課税がされず、一人の
相続人の申告漏れが他の相続人にも影響する等の問
題が指摘されており、課税方式のあり方についても
併せて検討することが必要である。
⑵　制度が見直されるまでの間、贈与税は経済の活性
化に資するよう、以下のとおり見直すべきである。
①贈与税の基礎控除を引き上げる。

②相続時精算課税制度の特別控除額（2,500万円）
を引き上げる。

４．地方税関係
⑴　固定資産税の抜本的見直し

令和４年の全国の公示地価は、２年ぶりに上昇に
転じた。同年度税制改正では、商業地等の地価が大
きく上昇した場合の負担調整措置が講じられた。令
和５年度においてもコロナ禍の影響はまだ残るとみ
られており、引き続き、同様の措置が必要である。
さらに、都市計画税と合せて評価方法および課税方
式を抜本的に見直すべきである。
①商業地等の宅地を評価するに当たっては、より収
益性を考慮した評価に　見直す。
②家屋の評価は、経過年数に応じた評価方法に見直す。
③償却資産については、納税者の事務負担軽減の観
点から、申告対象外となる「少額資産」の範囲を
国税の中小企業の少額減価償却資産（30万円）に
まで拡大するとともに、賦課期日を各法人の事業
年度末とする。また、諸外国の適用状況等を踏まえ、
廃止を含め抜本的に見直すべきである。
④固定資産税の免税点については、平成３年以降改
定がなく据え置かれているため、大幅に引き上げる。
⑤国土交通省、総務省、国税庁がそれぞれの目的に
応じて土地の評価を行っているが、行政の効率化
の観点から評価体制は一元化すべきである。

⑵　事業所税の廃止
市町村合併の進行により課税主体が拡大するケー

スも目立つ。事業所税は固定資産税と二重課税的な
性格を有することから廃止すべきである。
⑶　超過課税

住民税の超過課税は、個人ではなく主に法人を課
税対象としているうえ、長期間にわたって課税を実
施している自治体が多い。課税の公平を欠く安易な
課税は行うべきでない。　　　
⑷　法定外目的税
法定外目的税は、税の公平性・中立性に反するこ

とのないよう配慮するとともに、税収確保のために
法人企業に対して安易な課税は行うべきではない。

５．その他
⑴　配当に対する二重課税の見直し
⑵　森林環境税

令和６年度から施行される森林環境税について、
現在、先行して別の財源を使って地方自治体に配分
（令和４年度は500億円）されているが、その半分が
使い残され基金として積み立てられているとの指摘
がある。これでは税が有効に活用されているとは言
い難く、配分方法のあり方など、制度自体を抜本的
に見直すべきである。
⑶　電子申告
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⑶　औ引相場のないג式の評価の見直し　　　

３．ফඅ税の対応
⃝ফඅ税は社会保োの安定財源確保と財政݈全化に欠
かせないが、軽減税率制度は事業者の事務負担が大
きいうえ、税制の؆ૉ化、税務ࣥ行コスτおよび税
収確保などの観点から問題が多い。このため、かͶ
てから税率�0ˋఔ度までは୯一税率がましく、
所得者対策は「؆ૉな給措置」の見直しで対応す
るのが適当であることを指摘してきた。政府は、国
民や事業者の影響、所得者対策の効Ռ等を検ূし、
問題があれ同制度のੋඇを含めて見直しが必要で
ある。
⑴　令和５年�0݄からಋ入される「ΠϯϘΠス制度」
について、すでに「ΠϯϘΠスൃ行事業者」のొ
申がはじまっているものの、事業者のΠϯϘ
Πス制度に対する理ղが十分にਂまっているとは
言い難い。さらに、新ܕコロナは小ن事業者等
の事業ܧ続に大きなࠔ難をもたらした。これら事
業者が事務負担૿やऔ引からഉ除等の理༝により
まれることのないよう、当໘は現ࠐ廃業にいٳ
行の「۠分ࡌهٻॻ等保存方式」のҡ࣋、また
は免税事業者からの仕入税額相当額の̔割を控除
できる経過措置を当分の間ҡ࣋するなど、ྗ的
に対応すべきである。　　
⑵　ΠϯϘΠス制度を実施するのであれ、国は事
業者にࠞཚがੜじないよう制度のपをపఈする
とともに、事務負担が軽減するような環境整උが
必要である。また、課税事業者が免税事業者とऔ
引を行うにࡍし、औ引価格の引下げやऔ引のఀ止
などのෆར益を与えないよう、実効性のߴい対策
をとるべきである。
⑶　�ফඅ税の納防止は税率の引き上げにってよ
り重要な課題となっている。ফඅ税の制度、ࣥ行
໘においてさらなる対策を講じる必要がある。
⑷　ΠϯϘΠス制度や電子ா保存法の改正による
電子σーλ保存のٛ務化に対応するなど、事業者
の事務負担、納税ྗڠコスτは年ʑ૿Ճしている。
特に電子σーλ保存のٛ務化については、全ての
事業者が対象となっており影響は大きい。γスς
Ϝ改मやै業員ڭҭなど、事務負担が૿大する中
小企業に対して特ஈの配慮がٻめられる。

ᶙ．ํの͋Γํ

⃝今ൠのコロナ禍は国と地方の役割分担のᐆດさだけ
でなく、自治体とྍ所を含Ήҩྍ機関の間での意
通ෆをද໘化させ、これによるࠞཚは現在もૄࢥ
ඌをͻいている。ҩྍ制度の抜本改ֵの必要性につ
いてはલड़したが、現行制度下でもපӃ間の役割分
担や広Ҭ的なٸٹҩྍなど自治体のϦーμーγοϓ

でղܾできる問題は少なくない。要は行政とҩྍ機
関のやるؾなのである。

⃝地方自がそれぞれの特৭やڧみをいかした活性化
ઓུを構築し、地Ҭの民間のܙとにより、新
たな地場ٕज़やϏδネスख法を։ൃしていくことが
ෆՄ欠である。そのࡍに࠷も重要なのは、地方が自立・
自ॿの精ਆを理೦とし、自らので必要な安定財
源の確保や行政改ֵを企画・立Ҋし実行していくこ
とである。
⑴　地方創ੜでは、さらなる税制上の施策による本
社機能移転のଅ進、地元の特性にࠜ差したٕज़の
活用、地元大ֶとの連ܞなどによるٕज़ू積ͮく
りや人ࡐのҭ成等、実効性のある改ֵを大に行
う必要がある。また、中小企業の事業ঝܧの問題
は地方創ੜઓུとの関係からも重要と認ࣝすべき
である。
⑵　広Ҭ行政による効率化やة機対応についてૣٸ
かつ۩体的な検討を行うべきである。基礎自治体（人
30万人ఔ度）の拡充を図るため、さらなる市町ޱ
村合併をਪ進し、合併ϝϦοτをٻする必要が
ある。
⑶　国にൺべてۙで小نな事業が多い地方の行
財政改ֵには、「事業仕分け」のような民間のνΣο
Ϋ機能を活かしたख法が有効であり、各自治体に
おいても広くಋ入すべきである。
⑷　地方公務員給与はۙ年、国家公務員給与とൺべ
たϥスύΠϨス指数（全国平均ϕース）が改ળせ
ずにߴ止まりしており、適正な水準にੋ正する必
要がある。そのためには国家公務員に準ڌするの
ではなく、地Ҭの民間企業の実ଶに準ڌした給与
体ܥに見直すことが重要である。

ᾋ　地方議会は大にスϦϜ化するとともに、より
納税者のࢹ点に立って行政に対するνΣοΫ機能
をՌたすべきである。また、ߴす͗る議員ใुの
一の減と政務活動අの適正化をٻめる。行政
ҕ員会ҕ員のใुについても日当制を広くಋ入す
るなど見直すべきである。

ᶚ．ࡂ෮ڵ

⃝これまでの効Ռを十分に検ূし、༧算のࣥ行を効率
化するとともに、原ൃ事ނの対応を含めて引き続
き適切なࢧԉを行う必要がある。とりわけඃࡂ地に
おける企業の定ண、ޏ用確保を図ることが重要であり、
実効性のある措置を講じるようٻめる。

⃝またۙ年、۽本をはじめとしたڧい地や෩など
による大نな自વࡂが相次いでൃੜしている。
౦日本大ࡂの対応などを踏まえ、ඃࡂ者の立場に
立った適切なࢧԉと実効性のある措置を講じ、ඃࡂ
地の確実な復چ・復ڵ等に向けてऔり組まなけれ
ならない。そのࡍ、ඃࡂ者ࢧԉの観点から、ࡂに
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よる損失を雑損控除と切り離した、新たな控除制度
の創設について検討すべきである。
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国税庁（法人番号 7000012050002） （令和４年８月）

インボイス発行事業者となるためには、
原則、令和５年３月31日までに
登録申請が必要です！

令和５年10月
インボイス制度が始まります！

e-Taxで登録申請手続を行っていただくと、書面で申請された場合
に比べて早期に登録通知を受けることができます！
e-Taxで申請した場合、電子データで登録通知を受け取れます！
電子データで受け取れば紛失のリスクがありません！

登録申請手続は、 をご利用ください！

個人事業者の方はスマートフォンからでもe-Taxで申請できます。
e-Taxのご利用には事前にマイナンバーカードの取得が必要です。

●

登録を受けると「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」
で登録番号や氏名又は名称等の情報が公表されます。

●

●

●

免税事業者の方も、ご自身の事業実態に合わせて、
インボイス発行事業者の登録を受けるかをご検討ください。

事 業 者 の 方 へ

インボイスを発行するためには、インボイス発行事業者の登録
申請が必要です。登録は課税事業者が受けることができます。

登録を受けるかどうかは事業者の方の任意です。
登録にあたっては、取引先との調整やシステムの整備が必要と
なることもあるため、お早目のご準備をおすすめします。

6

税 務 署 か ら の お 知 ら せ

（令和４年８月）国税庁（法人番号 7000012050002）

インボイス制度特設サイト インボイス制度
特設サイト

売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「税率
ごとに区分した消費税額等」の記載が追加されたものをいいます。

「インボイス」とは

制度についての一般的なご質問は

「インボイス制度」とは
売手であるインボイス発行事業者は、買手である取引相手（課税事業者）から求
められたときは、インボイスを交付しなければなりません（また、交付したイン
ボイスの写しを保存しておく必要があります）。

制度の概要の他に説明会の開催情報や申請手続などを掲載し
ております。
「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」へのリンクも
ご案内しております。

免税事業者の方
向けのコンテンツ
も掲載中!

買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手（売手）である
インボイス発行事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。

税務職員ふたば

チャットボットにご質問を入力いただくと、
AIを活用して24時間自動でお答えします。
上記の「インボイス制度特設サイト」からも、
ご利用いただけます。

※ 個別相談は、所轄の税務署への
事前予約をお願いします。

フリーダイヤル 0120 - 205 - 553  （無料）
9:00～17:00  (土日祝除く)

チャットボット
はこちらから

インボイス制度の疑問
にお答えします！

軽減・インボイスコールセンターでは、一般的なご質問にお答えします
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① インボイス制度説明会（定員３０名） ② 免税事業者向け説明会（定員３０名）

令和　４年１１月　８日（火）　１０時３０分～１１時３０分 令和　４年１１月　８日（火）　１３時００分～１４時００分

令和　４年１１月２４日（木）　１６時０５分～１６時３５分 令和　４年１１月２４日（木）　１０時００分～１１時００分

令和　４年１２月　６日（火）　１０時３０分～１１時３０分 令和　４年１２月　６日（火）　１３時００分～１４時００分

令和　４年１２月２１日（水）　１６時０５分～１６時３５分 令和　４年１２月２１日（水）　１０時００分～１１時００分

令和　５年　１月１３日（金）　１３時３０分～１４時３０分 令和　５年　１月１３日（金）　１５時３０分～１６時３０分

法人課税第１部門（内線４１３） 個人課税第１部門（内線２１３）

【予約先】　川崎南税務署　℡０４４－２２２－７５３１（代表）

○ 参加を希望される方は、会場の収容人数の都合上、事事前前予予約約制制とさせていただきますので、開開催催日日のの

前前日日ままででにに、、予予約約先先ままでで申申込込みみをお願いします。

なお、定員に達した時点で、予約の受付を終了させていただきますので、あらかじめ御了承ください。 

また、新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、中止する場合がございます。 

○ 税務署の代表電話にお問い合わせいただく際は、税務署の電話番号にお架けいただいた後、自動音声

案内にしたがって、「２」を選択してください。

○ マスクの着用をお願いします。 ○ 御来場には、公共交通機関を御利用ください。

川川崎崎南南税税務務署署  

軽減税率制度及びインボイス制度に関する情報については、 

国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp）の「消費税の軽減税率制度・ 

適格請求書等保存方式（いわゆるインボイス制度）」を御覧ください。 

下のコードからサイトへ 

１ 説明会の主な内容 
① インボイス制度説明会（インボイス制度とは？ インボイス制度の仕組み）

② 免税事業者向け説明会（消費税の基本的な仕組み インボイス制度の概要）

令和５年 10 月から消費税の適格請求書等保存方式（いわゆるインボイス制度）が実施さ

れ、適格請求書（インボイス）を発行できる「適格請求書発行事業者」となるための登録申請

の受付は、令和３年 10 月から開始されています。 

２ 説明会の日程（①インボイス制度説明会、②免税事業者向け説明会） 

川崎南税務署（川崎区榎町３－18）では、次の日程で説明会を実施いたします。 

3  説明会の参加に当たって 
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10

税 の Q & A

昨年11月に父甲が亡くなりました。法定相続人は、母乙、私A及び妹Bの3人です。ところが、遺産分割協議をす
る暇もなく、本年1月、母乙が亡くなりました。母乙の法定相続人は、私A及び妹Bの2人です。
父母は、自宅を売却して老人ホームを終の棲家としていましたので、財産はほぼ預貯金のみで、父の遺産は1億円、
母固有の遺産は5千万円です。私Aと妹Bとで1/2ずつ相続するつもりですが、父の相続（以下『第1次相続』という。）
及び母の相続（以下『第2次相続』という。）について相続税の申告をする場合、
①	『第1次相続』について私Aと妹Bの遺産分割協議により亡母乙がすべて相続し、『配偶者に対する相続税額の軽減』
制度（以下『税額軽減制度』という。）を適用し、『第2次相続』において兄妹の間ですべての遺産を1/2ずつ相続
するケース。
②	『第1次相続』については、遺産分割協議により亡母乙、私A及び妹Bが各人の法定相続分により相続し、亡母が相
続した遺産について上記①と同様、『税額軽減制度』を適用し、『第2次相続』において兄妹間で1/2ずつ相続するケース。
③	『第1次相続』及び『第2次相続』どちらも兄妹の間で1/2ずつ相続するケース。
以上、どのケースも可能と訊きました。
どのような相続をして、どのような申告をしたら良いでしょうか。

相続税は、所得税と同様、超過累進課税となっており、課税遺産総額が増加すれば増加するほど、税率が10％、15％、20％、
30％…と上がっていく。
上記《設例》①、②及び③について、『第1次相続』における相続税と『第2次相続』における相続税、そして、各人の納付税額
合計を計算してみると、以下のようになる。
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第1次相続における納付税額 0 0 0 0
第2次相続における納付税額 18,400,000 9,200,000 9,200,000

各人の納付税額合計 18,400,000 0 9,200,000 9,200,000
＊．『第1次相続』においては、『税額軽減制度』により、納付税額0。
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第1次相続における納付税額 3,150,000 0 1,575,000 1,575,000
第2次相続における納付税額 7,700,000 3,850,000 3,850,000

各人の納付税額合計 10,850,000 0 5,425,000 5,425,000
＊．『第1次相続』においては、『税額軽減制度』により、母のみ納付額0。
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《設例》においては、各人の納付税額合計が、①18,400千円＞②10,850千円＞③7,100千円となるので、何か特別な事情がない限り、
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父に続き、母も、
…相次いで亡くなる場合のケース別相続及び相続税。

『配偶者に対する相続税額の軽減』制度は適用しない。

再転相続で、
…税額軽減制度は適用しない？！

税理士・CFPⓇ 　　越　智　　浩

11

健 康 ク リ ニ ッ ク

～血糖値気にしてますか？～

診療のご案内

A

川崎幸クリニック　糖尿病専門医　安島　美保　医師

シシニニアアのの糖糖尿尿病病

高齢者の糖尿病の特徴は、食後高血糖を生じやすく、軽度な糖尿病でも脱水や感染症をきっ

かけに意識障害を伴うほどの高血糖をきたすことがあり、また治療薬による低血糖のサイン

があらわれにくいため重度の低血糖に陥りやすいことです。低血糖は、ふら

つきによる転倒や骨折、認知症、心疾患などにつながるので、特に注意が必

要です。さらに、脳卒中、虚血性心疾患、心不全、腎臓病、関節疾患などを

併発していて、多くの薬を内服していることがあり、その時々の体調で薬の

調整が必要となることがあります。認知機能障害、フレイルなどで介護が必

要となり、血糖値以外の問題が重要となるケースも少なくありません。
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健 康 ク リ ニ ッ ク
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つきによる転倒や骨折、認知症、心疾患などにつながるので、特に注意が必

要です。さらに、脳卒中、虚血性心疾患、心不全、腎臓病、関節疾患などを

併発していて、多くの薬を内服していることがあり、その時々の体調で薬の

調整が必要となることがあります。認知機能障害、フレイルなどで介護が必

要となり、血糖値以外の問題が重要となるケースも少なくありません。

高齢者の糖尿病の特徴
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消 防 署 か ら の お 知 ら せ

 

 

 

 

皆さん、このマークを見たことはあ

りますか？ 

このマークは、「「防防火火基基準準適適合合表表示示制制

度度」」の表示マークになります。 

平成２４年５月に広島県福山市で発

生したホテル火災（死者７名、負傷者３

名）を受け、ホテル・旅館等の関係者か

らの申請に基づき消防機関が検査した

結果、消防法令のほか重要な建築構造

等に関する基準に適合していると認め

られた建物に対して表示マークを交付

する制度です。 

 表示マークには、金色と銀色の２種

類があり、表示基準に適合していると

認められた場合は、「「表表示示ママーークク（（銀銀））」」が交付され、３年間継続して表示基準に適合していると認

められた場合は、「「表表示示ママーークク（（金金））」」が交付されます。 

表示マークは、ホテル・旅館等の建物に掲出することや、自社のホームページへ掲載できるなど、

利用者等に建物の安全情報を提供するものです。 

 川崎市のホームページのほか、ガイドマップかわさき（川崎市地図情報システム）からも防火基

準適合表示対象物を確認できます。 

 （参照先 https://www.city.kawasaki.jp/840/page/0000058314.html） 

 
幸消防署管内では、次のホテル・旅館等に表示マークを交付しています 

 

他にも市内では１４件の金マーク、４件の銀マークが交付されています。 

これらは、川崎市のホームページで確認出来ます。 

  

  

  

名称 所在地 有効期間 表示マーク 

ホテルメッツ川崎 
幸区堀川町 

７２－２ 

令和２年１０月１日～ 

令和５年９月３０日 
金 

ホテルメトロポリタン

川崎 

幸区大宮町 

１－５ 

令和４年１０月１日～ 

令和５年９月３０日 
銀 

【【問問合合せせ先先】】幸幸消消防防署署  予予防防課課  TTEELL  ００４４４４－－５５１１１１－－００１１１１９９  

                              FFAAXX  ００４４４４－－５５４４４４－－００１１１１９９  

防防火火基基準準適適合合表表示示制制度度ををごご存存じじでですすかか？？  

13

活 動 報 告

女性部会　税務署長との名刺交換会及び女性部会　税務署長との名刺交換会及び
　　　　　租税教室研修会　　　　　　租税教室研修会　 8月25日

消費税インボイス制度説明会�消費税インボイス制度説明会� 8月26日・9月27日決算法人説明会�決算法人説明会� 8月23日・9月14日

第27回ロボット競技大会�第27回ロボット競技大会� 8月27日・28日

青年部会　研修会青年部会　研修会 8月5日

源泉部会　研修会�源泉部会　研修会� 8月24日

地方税の申告は で！地方税の申告は で！

イメージキャラクター：エルレンジャー

地方税共同機構

手続きは自宅や
オフィスから

複数の地方公共団体
へまとめて一度に送信

ｅＬＴＡＸのサービスは
無料

００５５７７００－－００８８１１４４５５９９

hhttttpp::////wwwwww..eellttaaxx..jjpp//

８８：：３３００～～２２４４：：００００
（（土土日日祝祝、、年年末末年年始始1122//2299～～11//33はは除除くく。。））

ヘヘルルププデデススククへへののおお問問合合わわせせ

ｅｅＬＬＴＴＡＡＸＸにに関関すするる、、詳詳ししいい情情報報はは
ホホーームムペペーージジををごご覧覧くくだだささいい

ｅｅＬＬＴＴＡＡＸＸををごご利利用用ででききるる時時間間

ハハ イイ シシンン ココ クク

ｅＬＴＡＸは、地方税における手続きを、インターネットを利用して電子的に行うシス
テムです。

国と地方にそれぞれ提出する義務のある源泉徴収票・給与支払報告書を一括して、ｅＬ
ＴＡＸで一元的に送信することができます。

これにより、PCdeskで給与支払報告書と源泉徴収票の統一様式に１回入力いただくだけで、給与

支払報告書と源泉徴収票のそれぞれのデータが作成され、給与支払報告書のデータが市区町村
に、源泉徴収票のデータが国税庁に、提出できます。
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活 動 報 告

会場：川崎南税務署

会場：
川崎市教育文化会館
講師：
川崎南税務署
足立　郁子　
上席国税調査官

会場：
カルッツかわさき
講師：
東京地方税理士会
担当税理士
川崎南税務署
担当官

会場：
川崎市産業振興会館

　青年部会では毎年
「川崎南法人会青年部
会長賞」としてお米
を協賛しており今年
度も新米40kgを賞品
として提供しました。
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川崎市教育文化会館
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「研究で得たこと・研究
は発想の転換」
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東京理科大学栄誉教授
光触媒国際研究ユニット
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ハハ イイ シシンン ココ クク

ｅＬＴＡＸは、地方税における手続きを、インターネットを利用して電子的に行うシス
テムです。

国と地方にそれぞれ提出する義務のある源泉徴収票・給与支払報告書を一括して、ｅＬ
ＴＡＸで一元的に送信することができます。

これにより、PCdeskで給与支払報告書と源泉徴収票の統一様式に１回入力いただくだけで、給与

支払報告書と源泉徴収票のそれぞれのデータが作成され、給与支払報告書のデータが市区町村
に、源泉徴収票のデータが国税庁に、提出できます。
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川崎南法人会からのお知らせです

法人会では、税務協力団体とし
ての役目を果たすべく、各種情報
発信を行っております。
会員企業のみなさまには、今後
も継続して有益な税に関する情報
を直接お届けする活動を行ってま
いります。
以下の冊子につきまして、必要
な会員企業さまに無償でご提供い
たします。（送料含無料）
ご希望の方は、法人会事務局ま
でFAXを頂くか、メールにて会社
名、ご担当者さま、ご住所、連絡
先、必要冊子名及び部数をお知ら
せください。

【法人会事務局】　FAX : 044－276－8738　E メール info@km-hojinkai.or.jp info@km-hojinkai.or.jp

提 供 法 人 会 か ら の お 知 ら せ

【作者紹介】神谷一郎（かみや・いちろう）　専修大法学部卒後、漫画プロダクションを経て漫画家に。
現在はフリーランスのイラストレーターとして、雑誌・広告・水彩画挿絵等で活躍中。
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新入会員のご紹介・主要事業予定

● 税 務 無 料 相 談 ●
相 談 日

11月の相談日／８日㈫、15日㈫
12月の相談日／６日㈫、13日㈫

午後１時～３時
相談については、事前に事務局までご連絡ください。

場 所
公益社団法人 川崎南法人会事務局☎044-276-8731

川崎市幸区堀川町66-20（川崎市産業振興会館５F）

● 法 律 無 料 相 談 ●
相 談 日

ご希望の日程、時間をお知らせください
お気軽にご相談ください

場 所
横浜綜合法律事務所

横浜市中区日本大通11 横浜情報文化センター11F
相談については、事前に事務局までご連絡ください。

（☎044-276-8731）

12月
２日(金)
●女性部会　年末研修会

５日(月)
●パソコン講習

６日(火)
●パソコン講習

７日(水)
●幸支部合同　税務研修会

１３日(火)
●研修会

２１日(水)
●決算法人説明会

川崎南法人会　主要事業予定

11月
２日(水)
●源泉部会　研修会

８日(火)
●青年部会　税務研修会

９日(水)
●第４回　広報委員会

９日(水)
●オンラインセミナー

１１日(金)
●税を考える週間協賛行事

１４日(月)
●社員研修講座

１７日(木)
●納税表彰式

１８日(金)
●新設法人説明会

２４日(木)
●決算法人説明会

２５日(金)
●消費税・インボイス制度　説明会

２５日(金)
●全国青年の集い　沖縄大会

新入会員のご紹介   （令和4年8月1日～令和４年9月30日）

支部名 法　人　名 代　表　者 所　在　地 業　　種 紹　介　者
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新入会員のご紹介・主要事業予定

● 税 務 無 料 相 談 ●
相 談 日

11月の相談日／８日㈫、15日㈫
12月の相談日／６日㈫、13日㈫

午後１時～３時
相談については、事前に事務局までご連絡ください。

場 所
公益社団法人 川崎南法人会事務局☎044-276-8731

川崎市幸区堀川町66-20（川崎市産業振興会館５F）

● 法 律 無 料 相 談 ●
相 談 日

ご希望の日程、時間をお知らせください
お気軽にご相談ください

場 所
横浜綜合法律事務所

横浜市中区日本大通11 横浜情報文化センター11F
相談については、事前に事務局までご連絡ください。

（☎044-276-8731）

12月
２日(金)
●女性部会　年末研修会
会　場：煌蘭
時　間：17:00～
５日(月)
●パソコン講習
テーマ：「エクセル基礎講座」
会　場：川崎市産業振興会館
時　間：17:00～20:00
６日(火)
●パソコン講習
テーマ：「エクセル関数活用講座」
会　場：川崎市産業振興会館
時　間：17:00～20:00
７日(水)
●幸支部合同　税務研修会
テーマ：�「消費税インボイス制度及び電子帳

簿保存法」
講　師：川崎南税務署担当官
会　場：川崎市産業振興会館
時　間：15:30～16:30
１３日(火)
●研修会
テーマ：「インボイス制度対応策」
講　師：中小企業診断士　橋本　泉　氏
会　場：川崎市産業振興会館・オンライン
時　間：14:00～16:00
２１日(水)
●決算法人説明会
講　師：川崎南税務署担当官　他
会　場：カルッツかわさき
時　間：13:30～16:35

川崎南法人会　主要事業予定
（新型コロナウィルス感染症の影響により予定が変更になる場合がありますのでお問い合わせ下さい）

11月
２日(水)
●源泉部会　研修会
テーマ：「年末調整説明等説明会」
講　師：川崎南税務署担当官　他
会　場：カルッツかわさき・オンライン
時　間：14:00～16:00
８日(火)
●青年部会　税務研修会
テーマ：�「消費税インボイス制度及び電子帳

簿保存法」
講　師：川崎南税務署担当官
テーマ：「今日からはじめる　投資術」
講　師：松本　純一　青年部会副部会長
会　場：東海道かわさき宿交流館
時　間：17:30～18:45
９日(水)
●第４回　広報委員会
会　場：カルッツかわさき
時　間：11:00～12:00
９日(水)
●オンラインセミナー
テーマ：「年末調整実践セミナー」
講　師：税理士　大岡　百合子　氏
時　間：13:30～15:00
１１日(金)
●税を考える週間協賛行事
講　師：前田　治子　川崎南税務署長
会　場：ミューザ川崎　市民交流室
時　間：14:00～15:30

１４日(月)
●社員研修講座
テーマ：「超一流のクレーム対応」
講　師：クレームコンサルタント
　　　　谷　厚志　氏
会　場：カルッツかわさき
時　間：14:00～16:00
１７日(木)
●納税表彰式
会　場：川崎市産業振興会館
時　間：16:00～17:00
１８日(金)
●新設法人説明会
講　師：川崎南税務署担当官　他
会　場：川崎南税務署
時　間：13:30～16:05
２４日(木)
●決算法人説明会
講　師：川崎南税務署担当官　他
会　場：川崎南税務署
時　間：13:30～16:35
２５日(金)
●消費税・インボイス制度　説明会
講　師：川崎南税務署担当官
会　場：カルッツかわさき・オンライン
時　間：13:30～15:15
２５日(金)
●全国青年の集い　沖縄大会
テーマ：�「財政健全化につなげる！健康経営

の実装と実践」
講　師：千葉大学医学部付属病院
　　　　特任教授・産業医　吉村　健佑 氏
会　場：沖縄アリーナ
時　間：14:00～14:40

新入会員のご紹介   （令和4年8月1日～令和４年9月30日）

支部名 法　人　名 代　表　者 所　在　地 業　　種 紹　介　者
南２ サ ン ワ ㈱ 夏 　 蓓 治 京町2-24-4-1301 化学プラント用機器のメンテナンス　他 事 務 局
東２ ㈱ 石 田 新 聞 販 売 所 石 田　勝 一 東門前3-1-23 新聞販売業 小 山 塗 料 ㈱
中央 ㈱ココディレクション 石 田　誠 治 小川町16-12-201 店舗内装設計、施工 AIG損害保険㈱
南２ 清 豊 建 設 ㈱ 村 岡　陽 介 小田2-17-14 建設業 AIG損害保険㈱
幸３ ㈱ＰＲＯＭＩＮＥＮＣＥ 髙 橋　勝 希 塚越2-286-1 建設業 AIG損害保険㈱
東３ ㈱ Ｍ Ｔ Ｃ 総 和 工 藤 　 忠 日ノ出1-15-13　B-105 建設業 菊 三 建 設 ㈱
幸４ ㈱ ひ ま わ り 倶 楽 部 平 野　幸 一 南加瀬4-20-15-405 ハウスクリーニング AIG損害保険㈱

間違い探し『梶原平三誉石切』の答え　①刀の長さ（左上）　②さかやき（中上）　③「納」と「紙」（左中）　④腕の柄（中央）　⑤石垣の穴（右中）　⑥扇子（右下）　⑦刀のさや（右下）
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